
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
伴
い
集
積
さ
れ
る
個
人
情
報
の
利
活
用
に
際
し
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
な
が
ら

個
人
情
報
の
利
活
用
を
行
う
こ
と
が
、
よ
り
良
い
社
会
環
境
の
発
展
の
た
め
に
一
層
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

個
人
情
報
に
関
す
る
定
義
等
を
政
令
等
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
消
費
者

や
事
業
者
等
多
様
な
主
体
か
ら
広
く
丁
寧
に
意
見
を
聴
取
し
、
保
護
対
象
を
可
能
な
限
り
明
確
化
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

 

二 

匿
名
加
工
情
報
及
び
仮
名
加
工
情
報
の
規
定
の
趣
旨
が
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
な
が
ら
個
人
情
報
の
利
活
用
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
匿
名
加
工
情
報
及
び
仮
名
加
工
情
報
を
作
成
す
る
際
に
必
要
と

な
る
基
準
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
と
個
人
情
報
の
利
活
用
と

の
均
衡
に
つ
い
て
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

三 

個
人
情
報
の
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
し
つ
つ
個
人
情
報
の
適
切
な
利
活
用
を
促

す
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
お
い
て
、
「
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
方
法
」
の

具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
る
な
ど
、
可
能
な
限
り
明
確
化
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
及
び
本
人
へ
の
通
知
の
義
務
化
の
対
象
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
国
民
及
び
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
消
費
者
や
事
業
者
等
多
様
な
主
体
か

令

和

二

年

六

月

四

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



ら
広
く
丁
寧
に
意
見
を
聴
取
し
、
義
務
化
の
対
象
と
な
る
要
件
を
可
能
な
限
り
明
確
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
漏
え
い
等
事
案

の
発
生
が
認
知
さ
れ
ず
に
必
要
な
措
置
が
不
十
分
に
な
る
よ
う
な
事
態
及
び
本
人
が
被
害
・
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
事
態
が

生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
運
用
状
況
や
実
態
を
踏
ま
え
、
更
な
る
措
置
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五 

保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
方
法
、
第
三
者
提
供
記
録
の
本
人
開
示
、
利
用
停
止
・
消
去
権
等
の
個
人
の
権
利
の
拡
充
に
伴

い
、
そ
の
目
的
と
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
消
費
者
及
び
事
業
者
等
に
分
か
り
や
す
く
、
そ
の
趣
旨
や
利
用
停
止
等
の
請

求
が
可
能
と
な
る
「
本
人
の
権
利
又
は
正
当
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
場
合
及
び
事
業
者
が
請
求
に
応
じ
な
い

こ
と
が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
の
事
例
等
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
具
体
的
に
示
す
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

六 

個
人
関
連
情
報
の
第
三
者
提
供
の
制
限
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
解
釈
基
準
を
明
確
に
す
る
な

ど
適
切
な
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
運
用
状
況
を
把
握
し
て
適
正
な
個
人
情
報
の
保
護
と
利
活
用
に

つ
い
て
更
な
る
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

本
法
の
域
外
適
用
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
外
国
事
業
者
に
対
し
て
関
係
規
定
を
確
実
に
適
用
で
き
る
よ
う
、
外
国
執
行

当
局
と
の
一
層
の
協
力
体
制
の
構
築
・
維
持
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八 

違
反
行
為
に
対
す
る
規
制
の
実
効
性
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
、
課
徴
金
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
他
法
令
に

お
け
る
立
法
事
例
や
国
際
的
な
動
向
も
踏
ま
え
つ
つ
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

九 

民
間
、
行
政
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
係
る
規
定
や
地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
制
度
に
係
る
国
と
地
方

の
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
、
法
律
に
よ
る
一
元
化
を
含
め
た
規
律
の
在
り
方
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十 

情
報
通
信
技
術
の
急
速
な
進
展
に
伴
い
個
人
情
報
の
利
活
用
が
高
度
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ー
タ
の
利
活
用
に
よ



る
個
人
の
権
利
利
益
に
対
す
る
影
響
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
な
が
ら
個
人
情
報

の
利
活
用
を
行
う
よ
う
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
民
間
の
実
態
を
常
に
広
く
把
握
し
、
制
度
面
を
含
め
た
検
討
を
随
時

行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
一 
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
と
デ
ー
タ
の
利
活
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
を
踏

ま
え
、
三
年
後
を
目
途
と
す
る
見
直
し
ま
で
に
不
断
の
情
報
収
集
と
制
度
の
改
善
策
の
検
討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
見
直
し

に
当
た
っ
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
（
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
）
な
ど
諸
外
国
の
事
例
を
参
考
に
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
接
触
確
認
ア
プ
リ
等
の
ツ
ー
ル
を
導
入
す
る
際
に
は
、
諸

外
国
に
お
け
る
活
用
の
実
態
と
課
題
を
踏
ま
え
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
収
集
範
囲
や
利
用
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
利
用
目
的
を
明
確
に
し
、
収
集
す
る
情
報
は
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


